
議案第９２号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 次のとおり市道の路線を廃止することについて議決を求める。 

 

路線名 起   点 終   点 

市道４９２号線 和光市新倉八丁目２６６９番１地先 和光市新倉八丁目２５４４番地先 

市道５０１号線 和光市新倉八丁目２５９５番３地先 和光市新倉八丁目２３７７番１地先 

 

  令和６年１１月２８日提出 

 

 

                         和光市長 柴﨑 光子        

 

 

      提 案 理 由 

 上記路線を廃止したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規

定により、この案を提出するものである。 


